
当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：

№

1 Ａ ①

2 Ａ ⑦

3 Ｂ ①

4 Ｃ ①

5 Ｄ ②

6 Ｆ ①

分類番号 取組項目

石川県 運輸業，郵便業協同組合小松トラック輸送センター 忠谷　勝行

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組
みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
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・ホワイト物流を推進するにあたり、不正ないし違法性の疑いのある取引を排除するよう努めます。

・ドライバーの安全性確保と財物たる輸送貨物の損傷を防ぐため、異常気象時には運行を中止いたします。

・事故事例の水平展開などを通じ、物流に関する全ての分野における事故の撲滅を目指します。

・運送事業協同組合として設立40周年を迎え、組合員である運送事業者と共に、これからの時代の変化を見据えつつ進
化して行きたいと考えています。偏った一面からだけでは無く、多角的に妥当性を考える事で社会、荷主、運送事業者、従
業員がより良い方向へ進めると考えます。各階層との幅広い意見交換を希望いたします。
kttc-coop@kttc.jp

運転以外の作業部分の分離

PR欄

運送契約の書面化の推進 ・口頭のみの契約から書面による契約へのシフトを進め、当事者双方の権利義務を明らかにするよう努めます。

物流の改善提案と協力

契約の相手方を選定する際の
法令遵守状況の考慮

異常気象時等の運行の中止・中断
等

交通事故の撲滅に向けた活動

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 氏名 所在地 主たる事業役職 ホームページ

理事長

取組内容

・荷主と運送事業者が協力し、環境への配慮と両者の業務効率化に向けた対話を実践し、双方で働く従業員満足度の向
上を目指します。

・いわゆる付帯作業の履行義務の有無を明らかとし、荷主と運送事業者両者の業務効率化を目指します。


